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厚生労働省 健康局がん・疾病対策課

第４期がん対策推進基本計画（案）について
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地方公共団体

国

がん対策推進基本計画
（少なくとも６年ごとに検討を加える）

閣議決定・国会報告

厚生労働大臣
がん対策推進基本計画案の作成

都道府県

都道府県がん対策推進計画
がん医療の提供の状況等を

踏まえ策定

意見

連携

○ がんの予防の推進

○ がん検診の質の向上等

第一節：がん予防及び早期発見の推進

○ 専門的な知識及び技能を有する医師その他の

医療従事者の育成、医療機関の整備等

○ がん患者の療養生活の質の維持向上

○ がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等

○ がんに関する研究の促進並びに研究成果の活用

○ 罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困

難であるがんに係る研究の促進 等

国

民

基
本
的
施
策

がん対策基本法（平成18年法律第98号）

がん対策を総合的かつ計画的に推進

（平成１８年６月成立、平成１９年４月施行、平成２８年１２月改正・施行）

○ がん患者の雇用の継続等

○ がん患者における学習と治療との両立

○ 民間団体の活動に対する支援

第二節：がん医療の均てん化の促進等

第三節：研究の推進等

第四節：がん患者の就労等

第五節：がんに関する教育の推進

○ 学校教育等におけるがんに関する教育の推進 2



（１）がん研究
（２）人材育成
（３）がん教育、普及啓発

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」
①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第２ 分野別施策

第１ 全体目標

第３ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

４．これらを支える基盤の整備

（１）がんの１次予防
（２）がんの早期発見、がん検診

（２次予防）

（１）がんゲノム医療
（２）がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
（３）チーム医療
（４）がんのリハビリテーション
（５）支持療法
（６）希少がん、難治性がん

（それぞれのがんの特性に応じた対策）
（７）小児がん、ＡＹＡ（※）世代のがん、高齢者のがん

(※)Adolescent and Young Adult：思春期と若年成人

（８）病理診断
（９）がん登録
（10）医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

（１）がんと診断された時からの緩和ケア
（２）相談支援、情報提供
（３）社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
（４）がん患者等の就労を含めた社会的な問題
（５）ライフステージに応じたがん対策

３．がんとの共生２．がん医療の充実１．がん予防

１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．都道府県による計画の策定
３．がん患者を含めた国民の努力
４．患者団体等との協力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

第３期がん対策推進基本計画（平成30年３月９日閣議決定）（概要）
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ライフステージに応じた生活課題（小児・AYA世代）

診断・治療 治療・長期フォローアップ （晩期合併症の予防・早期発見含む）

0歳 15歳 25歳 40歳

診断・治療 治療・長期フォローアップ

診断・治療 治療・長期健康管理

小児がん

Ａ世代（思春期）
発症のがん

ＹＡ世代（若年成人）
発症のがん

就学

就職

結婚
ライフイベント
と課題例 出産・育児進級・進学

教員・友人との関係
進路相談・就職活動

病気説明、自立

パートナー・家族との
関係、生殖医療

○ ライフステージの早い段階で発症し、治療期と心身の成長が重なり、長期にわたる合併症を起こすリスクがあ
る。また晩期合併症のため、治療後も長期にわたりフォローアップを要する。

○ 年代によって就学、就労、生殖機能等の状況が異なり、心理社会的状況も様々で、個々の状況に応じた多様な
ニーズが存在する。

親の介護 家族との関係、
介護負担
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ライフステージ 若年成人期小児 思春期

第5回がんとの共生のあり方に関する検討会資料（2021.12.23）より抜粋



小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援に関する取組の状況

期間 研究課題 研究代表
H30-R2 思春期・若年成人（AYA）世代がん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究 清水千佳子

R1-R2 小児がん患者に対する在宅医療の実態とあり方に関する研究 大隅朋生

R1-R3 AYA世代がん患者に対する精神心理的支援プログラムおよび高校教育の提供方法の開発と実用化に関する研究 堀部敬三

R2- 小児がん拠点病院等及び成人診療科との連携による長期フォローアップ体制の構築のための研究 松本公一

R2-
小児・AYA世代がん患者に対する生殖機能温存に関わる心理支援体制の均てん化と安全な長期検体保管体制の
確立を志向した研究－患者本位のがん医療の実現を目指して 鈴木直

R3- 小児がんの子どもに対する充実した在宅医療体制整備のための研究 大隅朋生

【厚生労働科学研究の取組】

取り組むべき施策 主な内容
①院内学級体制・宿泊施設の整備 • 小児がん拠点病院施設整備事業

②教育支援 • 高等学校段階の病気療養中等の生徒に対するICTを活用した遠隔教育の
調査研究事業

③ライフステージに応じた相談支援 • 小児・ＡＹＡ世代の長期フォローアップ体制整備事業
• 小児及び成人の拠点病院における支援と連携
（相談員研修、拠点病院連絡協議会相談支援部会の合同開催等）

④就労支援 • がん患者等就職支援事業（平成25年度～モデル事業、平成28年度～全国展開）
• がん患者の就労に関する総合支援事業（平成25年度～、令和2年度改変）

⑤緩和ケア • 小児の緩和ケアチームの整備
• 緩和ケアチームのための小児緩和ケア教育研修 （日本緩和医療学会主催）
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第5回がんとの共生のあり方に関する検討会資料（2021.12.23）より抜粋・一部改変



 全国AYAがん支援チームネットワーク

がん診療連携拠点病院における多職種支援チームと
地域ネットワークのモデル構築

H30-R2厚労科研「思春期・若年成人（ＡＹＡ）世代がん患者の包括的ケア提供
体制の構築に関する研究」班（研究代表：清水 千佳子先生）
【URL】 https://ayateam.jp/

 AYA世代がん患者家族向けの冊子

ＡＹＡ ：Adolescent and Young Adult

H27-29厚労科研「総合的な思春期・若年成人（ＡＹＡ）世代がん対策の
あり方に関する研究」班（研究代表：堀部 敬三先生）
【URL】 https://ayateam.jp/wp-content/uploads/2019/04/AYA.pdf

将来の出産をご希望の
患者さんへ（乳がん）

 妊よう性温存療法に関する情報提供・相談支援

H28厚労科研「小児・若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖
医療ネットワーク構築に関する研究」（研究代表：三善 陽子先生）
【URL】 http://www.j-sfp.org/ped/index.html

AYA世代とは／AYA世代のがん／AYA世代の悩み

／友達、恋人、家族のこと／学校のこと／仕事のこと／性と生殖のこと
／お金のこと／治療が終わってから／家族、きょうだいの悩み

AYA世代にあるがん患者への支援に関する情報

これからがんの治療を
開始される患者さんへ

がんと妊娠の相談窓口
（がん専門相談員向け）
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「ライフステージに応じた対策」に関する第３期基本計画中間評価について
（第３期がん対策推進基本計画中間評価報告書より抜粋）
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（中間評価指標及び指標測定結果）

（がん対策推進協議会としてさらに推進が必要と考える事項）
小児・ＡＹＡ世代については、拠点病院等以外の医療機関や自宅等における教育支援の充実や、小

中学生だけでなく、高校生に対する教育支援についても治療と教育の両立の更なる推進が必要である。
また、教育支援も含めた、医療機関におけるオンライン環境の整備について検討する必要がある。
高齢者に係る「がんとの共生」分野のがん対策については、第３期の基本計画において、中間評価

指標の設定がなかったため、十分な評価ができなかった。厚生労働科学研究の結果も踏まえ、次期基
本計画においては、多様な高齢のがん患者の療養生活を支えるための対策や、評価指標の設定、医療
と介護の連携の更なる強化について、引き続き、検討を行っていく必要がある。

3051 小児がん拠点病院のうち
院内学級体制・宿泊施設を整備している施設の割合

2021年度
100%

2019年度
100％

2018年度
100％

3052 治療開始前に教育支援等について、
医療従事者から説明を受けたがん患者・家族の割合 2019年度 68.1％

3053 治療中に、学校・教育関係者から、
治療と教育の両立に関する支援を受けた家族の割合 2019年度 76.6％

3054 家族の悩みや負担を相談できる支援が十分であると感じている
がん患者・家族の割合

2018年度
成人：48.7％

（比較値：57.6％）
2019年度

小児：39.7％

2014年度
成人：37.1％



第４期がん対策推進基本計画策定に向けた議論
第３期中間評価及び各検討会からの提言内容を踏まえ議論を進めていく

第４期基本計画に向けた
課題整理・提言内容とりまとめ

がん対策推進基本計画の見直しに向けたスケジュール（案）
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がん検診のあり方に関する検討会

がん診療提供体制のあり方に関する検討会

がんとの共生のあり方に関する検討会

第４期基本計画に係る
各検討会からの提言

第
４
期
基
本
計
画
に
係
る

協
議
会
へ
の
提
言
と
り
ま
と
め ※第４期基本計画策定の議論の進捗を踏まえ、適宜スケジュールの見直しを行う。

2022年度

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

全体の方向性
に関する議論 分野別の議論 とりまとめの

議論

第
４
期
が
ん
対
策
推
進
基
本
計
画
案

パブコメ
等

第81回がん対策推進協議会（令和４年９月５日）資料４より抜粋・一部改変
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2023年度

第４期計画
に基づく議論



第１．全体目標と分野別目標 ／ 第２．分野別施策と個別目標

第４期がん対策推進基本計画（案）概要

第３．がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
１．関係者等の連携協力の更なる強化
２．感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策
３．都道府県による計画の策定
４．国民の努力

５．必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
６．目標の達成状況の把握
７．基本計画の見直し

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」

「がん予防」分野の分野別目標
がんを知り、がんを予防することで、

がん罹患率・がん死亡率の減少を目指
す

「がん医療」分野の分野別目標
適切な医療を受けられる体制を充実させる

ことで、がん生存率の向上・がん死亡率の減
少・全てのがん患者及びその家族等の療養生
活の質の向上を目指す

「がんとの共生」分野の分野別目標
がんになっても安心して生活し、尊厳を

持って生きることのできる地域共生社会を実
現することで、全てのがん患者及びその家族
等の療養生活の質の向上を目指す

１．がん予防
（１）がんの１次予防
①生活習慣について
②感染症対策について

（２）がんの２次予防（がん検診）
①受診率向上対策について
②がん検診の精度管理等について
③科学的根拠に基づくがん検診の実
施について

２．がん医療
（１）がん医療提供体制等
①医療提供体制の均てん化・集約化について
②がんゲノム医療について
③手術療法・放射線療法・薬物療法について
④チーム医療の推進について
⑤がんのリハビリテーションについて
⑥支持療法に推進について
⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進
について

⑧妊孕性温存療法について
（２）希少がん及び難治性がん対策
（３）小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策
（４）高齢者のがん対策
（５）新規医薬品、医療機器及び医療技術の

速やかな医療実装

３．がんとの共生
（１）相談支援及び情報提供
①相談支援について
②情報提供について

（２）社会連携に基づく緩和ケア等の患者支援
（３）がん患者等の社会的な問題への対策

（サバイバーシップ支援）
①就労支援について
②アピアランスケアについて
③がん診断後の自殺対策について
④その他の社会的な問題について

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援
①小児・ＡＹＡ世代について
②高齢者について

４．これらを支える基盤
（１）全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進
（２）人材育成の強化
（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発

（４）がん登録の利活用の推進
（５）患者・市民参画の推進
（６）デジタル化の推進

2023.1.20より
パブリック・コメントを実施中
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「第４期」がん対策推進基本計画（案）

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援

① 小児・ＡＹＡ世代について
（現状・課題）
がんによって、個々のライフステージごとに、異なった身体的問題、精神心理的問題及び社会的問題が生じることから、患者の

ライフステージに応じたがん対策を講じていく必要がある。
小児・ＡＹＡ世代のがん患者に対する教育については、法第21条において、「国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他の

がん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な
施策を講ずるものとする」とされている。

現在、国は、小児がん拠点病院を全国に15か所指定しており、その指定要件として、院内学級体制及び家族等が利用できる宿泊
施設（長期滞在施設）又はこれに準じる施設が整備されていることを定めている。

また、国は、高等学校段階の取組が遅れているとの指摘を踏まえ、令和元（2019）年度及び令和２（2020）年度に、「高等学
校段階における入院生徒に対する教育保障体制整備事業」を実施し、在籍校・病院・教育委員会等の関係機関が連携して病気療養
児を支援する体制の構築方法に関する調査研究を行った。令和３（2021）年度からは「高等学校段階の病気療養中等の生徒に対
するＩＣＴを活用した遠隔教育の調査研究事業」を実施し、ＩＣＴを活用した効果的な遠隔教育の活用方法等の調査研究を行って
いる。さらに、厚生労働科学研究において、がん患者の高校教育の支援の好事例の収集や実態・ニーズ調査を実施し、高校教育の
提供方法の開発と実用化に向けた研究を進めている。

治療開始前に、教育支援等について医療従事者から説明があったと回答した人の割合は、令和元（2019）年度で68.1％、治療
中に学校や教育関係者から治療と教育の両立に関する支援を受けた家族の割合は76.6％となっており、全ての患者に対応できるよ
う更なる対策が求められる。

また、小児期にがんに罹患したがん経験者について、晩期合併症などの長期フォローアップや移行期支援など、ライフステージ
に応じて、成人診療科と連携した切れ目ない相談支援体制を構築することが求められているほか、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者
は、晩期合併症等により、就職が困難な場合があるため、就労支援に当たっては、成人でがんを発症した患者と、ニーズや課題が
異なることを踏まえる必要がある。

2023.1.20よりパブリック・コメントを実施中 10



「第４期」がん対策推進基本計画（案）

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援

① 小児・ＡＹＡ世代について
（取り組むべき施策）
国は、教育支援の充実に向けて、医療従事者と教育関係者との連携に努めるとともに、療養中に教育を必要とする患者が適切な

教育を受けることのできる環境の整備、就学・復学支援等の体制整備を行う。また、ＩＣＴを活用した遠隔教育について、課題等
を明らかにするため、実態把握を行う。

国は、長期フォローアップや移行期支援など、成人診療科と連携した切れ目ない支援体制が、地域の実情に応じて構築できるよ
う、患者の健康管理の方法、地域における療養の在り方、再発・二次がん・併存疾患のフォローアップ体制等の医療・支援の在り
方について検討する。

国は、小児・ＡＹＡ世代のがん経験者の就労における課題の克服に向けて、ハローワークや地域若者サポートステーション等を
含む就労支援に関係する機関や患者団体と連携した取組を引き続き推進する。

国は、小児・ＡＹＡ世代のがん患者の療養環境の課題等について実態把握を行い、診断時からの緩和ケア提供体制や在宅療養環
境等の体制整備について、関係省庁と連携して検討する。

2023.1.20よりパブリック・コメントを実施中 11



アピアランスケアについて

広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の
変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」
※治療で外見が変化したら必ずアピアランスケアを行わなければならない、ということではない。
（国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターHPより）

期間 研究課題 研究代表

がん対策推進
総合研究事業

H29-R1
がん患者に対するアピアランスケアの均てん化と指導者教育プログラムの構築に向けた
研究 野澤桂子

R2- がん患者に対する質の高いアピアランスケアの実装に資する研究 藤間勝子

ＡＭＥＤ
H26-28 がん治療に伴う皮膚変化の評価方法と標準的ケア確立に関する研究 野澤桂子

H29-30 分子標準治療薬によるざ瘡様皮膚炎に対する標準的ケア方法の確立に関する研究 野澤桂子

【定義】

【各研究班の取り組み】

【アピアランスケアの必要性】
治療の種類 代表的な外見の変化

化学療法
脱毛（頭髪、まつげ、まゆげ）、手足症候
群、皮膚色素沈着、爪の割れやはがれ、変
色など

分子標的治療 手足症候群、ざ瘡様皮疹、皮膚乾燥（乾皮
症）、爪囲炎など

放射線治療 放射線皮膚炎など

手術療法 手術痕、身体の部分的な欠損、むくみなど

がん医療の進歩により治療を継続しながら
社会生活を送るがん患者が増加している。
がんの治療と学業や仕事との両立を可能と
し、治療後も同様の生活を維持する上で、
治療に伴う外見変化に対する医療現場にお
けるサポートの重要性が認識されている。
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がんとの共生に向けた相談支援の強化（アピアランス支援モデル事業）

３ 事業のスキーム、実施主体等

１ 事業の目的
○治療に伴う外見の変化は、社会生活に大きく影響することか
ら、医療現場における適切なアピアランスケア体制の構築が
必要。

○アピアランスケア体制の構築に当たっては、がん治療を行う
医療機関と都道府県とが連携し社会全体で患者を支援する必
要があるが、どのような体制が効果的であるかを検証した上
で全国展開を図る。

２ 事業の概要

厚生労働省

実施主体：がん診療を行う医療機関
補助率：定額

実施主体、補助率

都道府県が推薦する
がん診療連携拠点病院等の
がん診療を行う医療機関

アピアランスケアを求めるがん患者

受診 アピアランスケアに係る情報提供、相談支援
（必要に応じて他の医療機関と連携）

・他の医療者にコンサルテーションが行えるアピアランスケア担当
を配置し都道府県と連携（必要に応じて他の医療機関とも連携）
・支援データの収集（補助事業の活用状況も含め）

厚労科研費
研究班連携

（フォロー）

がんとの共生のあり方
に関する検討会

評価

○がん診療連携拠点病院等のがん診療を行う医療機関において、
アピアランスケアを必要とするがん患者に対し、研修を受けた
医療従事者による情報提供や相談支援等を行い、効果的な支援
体制について検証するモデル事業を実施する。

○検証に当たっては厚労科研費研究班と連携し、分析を行う。

アピアランスケア体制モデル

都道府県

報告

補助

報告

（データ解析）

推薦報告 報告

協力

令和５年度予算案 26百万円（ー）※（）内は前年度当初予算額
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まとめ

がん患者の学習と治療との両立ができるよう、第３期がん対策推進基本計画では、
「ライフステージに応じたがん対策」において「高等学校段階の病気療養中等の生徒に
対するICTを活用した遠隔教育の調査研究事業」や厚生労働科学研究費補助金等による
AYA世代における支援のための資材の作成等を行ってきた。

第４期がん対策推進基本計画では、「ライフステージに応じた療養環境への支援」として、
引き続き、療養中おいても適切な教育を受けることのできるよう、環境の整備、就学・
復学支援等の体制整備を行うことや、ＩＣＴを活用した遠隔教育について、実態把握を
行い、課題等を明らかにすることとしている。

厚生労働省では、がんの治療に伴う外見の変化に対し、令和５年度より「アピアランス
支援モデル事業」の実施を予定しており、がん治療と学業や仕事との両立ができるよう、
医療機関におけるアピアランスケアに関するサポート体制の構築、およびその効果検証を
行い、全国展開を目指している。

がん患者等の学習と治療との両立が可能な環境を構築するためには、医療機関と学校・
教育機関等が連携し、本人の個別の状況に応じた適切な支援を行うことが必要である。
これらの取組は、生きがいを持って活躍できる社会の実現に寄与することが期待される。
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ご清聴ありがとうございました。
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